
川崎市土地開発公社事業資金貸付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市土地開発公社（以下「公社」という｡）

に対し、土地開発公社経営健全化計画に基づきその事業運営に必要

な資金（以下「資金」という。）を貸し付けることにより、公社の

経営の健全化に資することを目的とする。 

（貸付額） 

第２条 貸付額は別表１及び２に定める金額とする。 

（貸付利率） 

第３条 資金の貸付利率は、無利子とする。 

（貸付期間等） 

第４条 資金の貸付期間は、１０年とする。 

２  資金の償還日は、貸付期間の満了日とする。ただし、別途定める

場合には、繰上償還するものとする。 

３  繰上償還の手続きについては、別途定める。 

（償還方法） 

第５条 公社は、前条に定める貸付期間満了日に、一括償還の方法で

市に返済するものとする。 

（決定通知） 

第６条 市長は、資金を貸し付けることと決定したときは、貸付決定

通知書（第１号様式）により、公社に通知する。 

（借用証書の提出） 

第７条 資金の借入を受けた公社は、直ちに借用証書（第２号様式）



を市長に提出しなければならない。 

 

  附  則  

 この要綱は、平成１３年３月３０日から施行する。 

附  則  

 この要綱の変更は、平成１６年３月３１日から施行する。 

附  則  

 この要綱の変更は、令和元年５月１日から施行する。 

 






